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　平成 23 年 3 月 11 日に三陸沖を震源とする観測史上国内最大

規模のマグニチュード 9.0 という「東北地方太平洋沖地震」が発

生し、更に地震に伴う大津波により東北・関東地方の太平洋沿

岸部では甚大な被害がありました（東日本大震災）。

　このたびの東日本大震災により被害を受けられた皆様に謹ん

でお見舞い申し上げます。また、一日も早い平穏と復興を心よ

りお祈り申し上げます。

　本書は、くらしとお金に関する事前の災害対策や災害時の対

応等をコンパクトにまとめたものです。

　皆様が災害に備えるための準備等に本書が少しでもお役に立

てば幸いです。
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1. 国の災害支援の基本姿勢
　私たちは自然災害により大きな被害を被ったとき、国や地方自治
体による支援を受けることになりますが、そうした公的支援には限
界があることも十分承知しておきたいものです。
　まず国の被災者に対する支援には次の３つの基本姿勢がありま
す。

（1）個別措置主義
　被災者の状況に応じて生きるために必要とする食料や水、そして
寝食ができる場所などの現物支給による支援です。当然支援を必要
としない人については対象外です。

（2）最低救助主義
　住む場所を失った人々に対して「仮設住宅を提供し支援する」場
合も仮設住宅には日々の生活に最低限必要と認められる家電製品が
支給されることになるでしょう。

（3）中央統制主義
　大規模な災害時には地方自治体から国に至るまで素早い対応が求
められる事態ですが、基本は個人や地域住民の支援要請により、個
人から市区町村へ、市区町村から都道府県へ、都道府県から国へ申
請の段階があり各自治体の対応には限界があり時間もかかる仕組み
になっていることを知っておきましょう。

2. 官と民の役割分担
　被害を軽減する事前の対策について国や地方自治体など官が受け
持つべき災害への備えと地域住民が自主的に備えるべきことは、お
のずとその役割が分担されます。
　官が行う事前の防災対策としては公共設備、建築物の耐震化、避

第1節　自然災害への備え



3

災害対策ガイドブック

事
前
に
で
き
る
災
害
対
策

第1章

難場所の確保や道路整備、防潮堤の強化、ライフラインの確保など
災害軽減と非常時の被災住民の安全確保が大きな使命といえます。
　一方、民間の事前対策は「個人の財産は自己責任」が原則であり、
いざという時への備えとともに近隣地域での防災組織を持つことが
重要です。
　そうした官と民との役割分担を充分に理解し、日頃から非常時の
備えを万全にしたいものです。
　万一被災した場合に取るべき対応を考えて災害に備えましょう。

災害への 3 つの対応（第 2 章、第 3 章参照）
（1）命を守る対応（3 日程度）
（2）生活を守る対応（数ヵ月）
（3）くらしを再建する対応（数年～ 10 年）

3. 家庭が行う自然災害への備え
　私たちが今住んでいる場所、地域では、どんな災害が起こりやすい
のかを知ることからはじめましょう。例えば、暴風、豪雨、豪雪、洪
水、高潮、地震、津波、噴火などあらゆるケースを想定してみること
です。
　お住まいの地方自治体が最も力を注いでいる防災対象は何か、地方
自治体のハザードマップを見てみると、さまざまな特色が分かるはず
です。国土交通省のホームページでも全国のハザードマップが確認で
きます。また、国土地理院のホームページでは都市圏活断層図（25,000
分の 1）を見ることができます。地方自治体のホームページでは、地
震や地盤、地震災害での震度分布や液状化の予測についての情報を提
供しているところもあります。役所や消防署からの情報収集、専門家
の意見を聞くことも必要です。
　いずれにしても自分の財産は自分で守る強い意志と今すぐ始める実
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行力が求められます。
　自然災害に対する備えを時間の流れに沿って進めると①日頃からの
事前の備え、次に②災害時の緊急対策、そして、③被災後の再建対策
に整理できます。まずは、事前の備えについて検討しましょう。

　（1）個人記録・財産目録の作成
　被災すると、さまざまな手続を一度にしなければなりません。そ
んな時に、個人記録や財産目録の一覧表を作っておくと、表を見な
がら手続きを進めていくことができます。どこに何があるのか分
かっているだけでも、被災後の負担は減ることでしょう。
　り災証明書の発行や保険金の請求のために、り災前の家屋や家財
の写真やビデオなど記録を残しておくことも効果的です。

　
　（２）連絡方法の取り決め

　家族の安全を確認しあえる体制を作るため、災害用伝言ダイヤルな
どの連絡網の利用方法を確認しておきましょう。いざというときの家
族の行動、避難所や避難方法（避難所までのルート）、連絡方法など
を日頃から家族でよく話し合っておきましょう。
　緊急時には、官公庁、消防、警察など緊急用の連絡が優先されます
ので、個人の固定電話や携帯電話はつながりにくい状況が続きます。
① 災害用伝言ダイヤル（171）
　安否確認のための声の伝言板として、ＮＴＴが行っているサービ
スです。災害用伝言ダイヤルは、非常時でなくても体験できる日が
ありますので、ぜひ一度体験しておきましょう。

【伝言録音】
　171 にダイヤル⇒１をダイヤル⇒被災地内の自宅電話番号⇒録音

【伝言再生】
　171 にダイヤル⇒２をダイヤル⇒被災地内の自宅電話番号⇒再生
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② 災害用伝言板
　携帯電話を持っていても、災害が起こった時には、通信状態が悪く
なるものです。そんなときにぜひ利用したいのが、災害用伝言板です。
災害時には、携帯電話は非常に役立つツールですが、電気が使えない
状況での充電対策も考えておきたいものです。

　携帯電話や災害用伝言ダイヤルなどで連絡をつけられる方はいい
ですが、特に高齢者やお子様との連絡方法を、平時のときこそご家
庭で話し合っておきましょう。帰宅困難者になったときのことも想
定して、通勤、通学の際の帰宅支援マップを作成し、どこの道を通
るのか、災害時の避難場所も 1 ヵ所だけではなく、「ここにいない
場合はここにいる」などと家族で確認しておくのもよいでしょう。

1. 災害知識を身につけましょう
　（1）地震災害

① 震動（揺れ）
　地震の揺れそのものにより、建物崩壊や、橋、道路の損壊などが
生じることがあります。
② 土砂災害
　地震をきっかけとして、がけ崩れなどの土砂災害が起こることが
あります。
③ 液状化
　地震の揺れにより、地面が液体状になる現象をいいます。建物が沈
下したり、地中埋設管などが破壊されたりすることがあります。
④ 地震火災
　震動（揺れ）による建物の崩壊や、薬品、危険物等の落下などに

第2節　普段から自然災害に備えましょう



6

災害対策ガイドブック
第1章

事
前
に
で
き
る
災
害
対
策

より、同時に複数の地点で出火し、消火栓の使用不能などの状況が
重なって、大火災になることがあります。
⑤ 津波
　海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降や海底における地
滑りなどにより、その周辺の海水が上下に変動することによって引き
起こされます。発生した海水面の動き（上下動）が特に大規模なもの
であれば、沿岸に達すると破壊力の大きな大津波となることがありま
す。

　（2）風水害
① 大雨
　日雨量 100㎜以上で被害が発生し始め、150㎜以上になると、崩壊
等を含む大規模な水害になる恐れがあります。大雨による水害には、
河川の氾濫と水路、側溝からの水の溢れだしなどがあります。
② 台風
　熱帯地方で発生する低気圧で、風力８（最大風速 17 ｍ /s）以上
のものを台風といいます。
　一般に、進行方向の右側にある地域で強い風が吹きやすく、暴風
雨に対する警戒が必要です。
③ 強風
　台風以外にも、低気圧による強風や竜巻・ビル風などにより　、
屋根瓦の飛散、倒木、電柱の倒壊や電線の切断、列車の運休などの
被害が発生します。

　（3）土砂災害
　土砂災害には、「がけ崩れ（崩壊）」、｢地すべり｣、「土石流」の 3
タイプがあります。
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① がけ崩れ（崩壊）
　急ながけや山の斜面が突然崩れ落ちることで、一気に襲ってくる
ために、逃げる間もなく、被害にあう恐れがあります。大雨や地震
のときは、次のような兆候に注意しましょう。
●がけからの水が濁る
●がけに亀裂が入る
●小石などがぱらぱら落ちてくる
② 地すべり
　比較的ゆるやかな斜面において、地中の粘土層など滑りやすい面
が地下水の影響などで、ゆっくり動き出す現象です。一度に広い範
囲が動くため、住宅や道路、耕地などに大きな被害を与えます。以
下の兆候に注意しましょう。
●地面のひび割れ、斜面から水が吹き出す等
③ 土石流
　急な谷や斜面にたまった土、石、砂などが、大雨をきっかけとして、
一気に流れ下ることで、その破壊力から山津波とも呼ばれています。
土石流危険渓流に近接する場所では、人家に被害を及ぼす危険性が
あるため、以下の兆候に注意しましょう。
●山鳴りがする、雨なのに水位が下がる
●渓流が急に濁りだし、流木などが流れてくる
④ 雪災
　大雪により雨どいやカーポート・屋根などが破損・倒壊する、雪崩・
融雪による洪水や地すべりなどがあります。
　　　　

２. 災害に備えて
　災害は、「時なし　場所なし　予告なし」です。そのためには最
悪の事態を想定した準備が必要です。最低限必要なものを今のうち
に備えておくことをお勧めします。
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　まず、家の周囲や家の中などをチェックリスト（P9 参照）により
確認し、防災への備えを強化しましょう。火災・地震保険の加入な
どを検討してみることもよいでしょう。「備えあれば憂いなし」です！

　（1）あなたのお住まいの安全対策はできていますか？
① 家具等の地震対策をしましょう。
●家具や電気製品は、転倒防止用の金具などで固定しましょう。
●高いところに物を置かないようにしましょう。
② 安全、迅速な避難のために
●廊下や玄関は物を置かず、広く空けておきましょう。
③ 火災に対して　
　日頃から火の取り扱いに注意するとともに、防犯面からも家の周
りに燃えやすいものを置かないよう心がけましょう。
④ マンションにお住まいの場合
　マンションの場合は、規模や管理会社、管理組合によって対応が
まちまちです。災害への対策が自分のマンションでは「皆で」備え
るのか「個々で」備えるのか、確認をしておきましょう。
　マンションによっては、水や乾パンを保存していたり、自家発電
装置を備えているところもあります。

　　（2）あなたの会社の安全対策を知っていますか？
　災害は、平日の勤務中に起こることもあります。建物の非常用通
路は把握していますか？消火器の位置は知っていますか？
　また、災害時に電話回線が使えない場合でも、連絡が取り合える
防災無線を導入したり、水や食料を備蓄している会社もあります。
　会社での避難訓練もただ参加するのではなく、会社の防災グッズ
の準備状況やどのような安全対策が採られているのかをあなた自身
の目で確認しておきましょう。
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　（3）やっておきたい家屋の耐震化
　災害対策として、必ずやっておきたいのは家屋の耐震化です。そ
の前段階として、建物の耐震診断をしておきたいものです。方法と
しては、①自分で行う耐震診断、②地方自治体に依頼して行う耐震
診断、③民間業者に依頼して行う耐震診断があります。
　まず、（財）日本建築防災協会が作成した「誰でもできる我が家
の耐震診断」を使い、自分で判定して見ることからはじめましょう。
　次に、各地方自治体が行う耐震診断の助成制度の利用を考えます。
お住まいの地方自治体にこの制度があるか確かめてみましょう。ま
た、耐震補強についても助成制度がある場合もありますので、あわ
せて確かめておきましょう。

　　（4）緊急地震速報について
　緊急地震速報とは、地震の発生直後に、震源に近い地震計でとら
えた観測データを解析して震源や地震の規模（マグニチュード）を

ガスボンベなどは鎖等でしっかり固定してありますか？

ブロック塀など壊れるおそれのあるものは補強してありますか？

吊り下げ照明器具などは補助コードをつけていますか？

食器棚等には転倒防止器具が取り付けてありますか？
（入れる食器は最小限にしておきましょう）

棚などのガラスには飛散防止フィルムが貼ってありますか？

観音開きの戸には止め具が付けてありますか？

チェック家具の転倒、物の落下、散乱がないように工夫しておきましょう

テレビやパソコンのモニターの下に振動吸収マット等は入れて
ありますか？

● 備えましょう ！ チェックリスト ●
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直ちに推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を
予測し、可能な限り素早く知らせる地震動の予報及び警報のことで
す。緊急地震速報は、テレビ、ラジオ、防災行政無線、携帯電話、
施設の館内放送、受信端末等で入手できます。緊急地震速報を見聞
きしたときの行動は、まわりの人に声をかけながら「周囲の状況に
応じて、あわてずに、まず身の安全を確保する」ことが基本です。

　（5）我が家に合わせた非常持出品の準備
　両手が使えるリュックサックなどに、避難時に必要なもの（P11
参照）をまとめて、目のつきやすい所に置いておきましょう。

　（6）帰宅困難者になったときに備えましょう
　東日本大震災の際には、多くの電車が運休となり、帰宅困難者が
かなりの人数にのぼりました。このような場合にはむやみに移動せ
ず、状況を確認し、まず自分の安全を確保しましょう。多くの人が
一斉に帰宅を始めると道路や駅周辺では大混雑が発生し、危険です。
帰宅は状況が落ち着いてから考えましょう。また、普段から、通勤・
通学に交通機関が使えない場合の行動を自分でシミュレーションし
ておきましょう。なお、震災時の帰宅支援マップに関する本やウェ
ブサイトなどもあります。

　（7）損害保険・共済契約の見直し　
① 火災保険、地震保険への加入

　　地震保険は単独では契約することができません

　地震保険は、火災保険を主契約にしてセットで契約する必要があ
ります。また契約金額は次のように設定することになっています。
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　  枕元に着替えや、履きなれた靴も置いておくとよいでしょう！
　  とっさにつかんで逃げられますし、置物や食器などのガラス等が
　  割れて散乱していても、足などのケガを未然に防ぐことができます。

非常持出品
 

チェック
 

ヘルメット、防災ずきん

救急セット、マスク、
タオル、三角巾

携帯ラジオ（携帯電話の充電器
と懐中電灯のセットのもの）

ロープ、手袋・軍手

筆記用具、メモ用紙

プラスティック食器類

万能ナイフ、缶切り、ハサミ等

ビニール袋

衣類・雨具

非常持出品
 

チェック
 

水（1人あたり１日 3㍑必要）

食料（チョコレート、乾パン）

米、インスタント食品など

燃料（携帯コンロ、ガスボンベ）

ローソク、マッチ、電池

ビニールシート

お金（小銭、千円札数枚）

運転免許証などのコピー
（身分証明用）

近郊の地図

また、必要に応じて次のようなものも準備しましょう。
●めがねのスペア
●トイレットペーパー、生理用品
●常用薬の明細など

● 非常持出品チェックリスト（例） ●
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●火災保険の契約金額の 30％～ 50％の範囲内
●建物は 5,000 万円、家財は 1,000 万円が上限
●持ち家の方は建物と家財に、賃貸住宅にお住まいの方は、家財を

対象とした火災保険にセットして契約することができます。

　　地震保険の対象は住居として使用される建物と家財

　地震保険の対象は次のとおり限定されています。
●住むための建物
●店舗部分と住まいの部分が 1 つの建物にあるもの（店舗併用住宅）
●上記の建物内にある家財
　（有価証券や預貯金証書、1 個または 1 組の価額が 30 万円を超え

る貴金属、宝石、書画、骨董、美術品などは対象外）

　　地震保険はどんな場合に保険金が支払われるのか

　地震保険は地震や噴火、これらによる津波によって建物や家財に
損害が生じたときに保険金が支払われます。

　保険金が支払われる損害の例として、次のような場合があります。
●地震で火災が発生し家屋が焼けた。
（火災保険のみの契約では地震による火災に保険金は支払われない）

●地震で建物が崩壊した。　
●津波により家が流された。
●地震や噴火により生じた土砂災害で建物や家財が流失、埋没した。
●地震による液状化で建物が傾いた。
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② 地震保険の保険料
　地震保険の保険料は建物の構造と所在地（都道府県）によって異
なります。

●建物の構造
　イ構造：耐火建築物、準耐火建築物および省令準耐火建物等、主

に非木造
　ロ構造：イ構造以外、主に木造	

●所在地
　地震危険が地域別に異なることから都道府県別に 1 等地から 4
等地の区分を定めています。同じ等地でも保険料が異なることが
あります。また火災保険建物構造の判定基準の簡素化により保険
料が急激に上昇する場合（イ構造で契約していたものが、ロ構造
に変わる場合）には経過措置料率が適用されます。

●契約金額 1,000 万円の場合の年間保険料

香川県
茨城県、山梨県、愛媛県
埼玉県、大阪府
徳島県、高知県
千葉県、愛知県、三重県、和歌山県
東京都、神奈川県、静岡県

8,400円
11,800円
13,600円
11,800円
21,900円
21,900円

15,600円
18,800円
18,800円
21,500円
30,600円
31,300円

6,500円
9,100円
10,500円
9,100円
16,900円
16,900円

6,500円10,000円5,000円

8,400円12,700円6,500円

4
等
地

3
等
地

2
等
地

1
等
地

岩手県、秋田県、山形県、福島県、
栃木県、群馬県、富山県、石川県、
福井県、鳥取県、島根県、山口県、
福岡県、長崎県、佐賀県、熊本県、
鹿児島県
北海道、青森県、宮城県、新潟県、
長野県、岐阜県、滋賀県、京都府、
兵庫県、奈良県、岡山県、広島県、
大分県、宮崎県、沖縄県

県別所在地経過措置
料率ロ構造イ構造等

地

（契約期間 1年間　建物／家財共通：円単位）
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③ 地震保険の割引制度
　地震保険の割引制度には「建築年割引」、「耐震等級割引」、「免震
建築物割引」、「耐震診断割引」の 4 つがあります。建築年または耐
震性能により地震保険料が 10％～ 30％の割引（重複はできません）
が適用されます。

④ 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言後の地震保険加入
　上記の警戒宣言が発せられたあとは地震防災対策強化地域の建
物、家財について次の契約はできません。
●新たな地震保険の契約
●現在契約している地震保険の増額

　ただし警戒宣言発令中に満期を迎える地震保険契約については、
契約金額が同額以下であって、同じ契約内容であれば、継続して契
約できます。

耐震診断割引

免震建築物割引

耐震等級割引

建築年割引
公的機関が発行する新築年
月を確認できる書類（写
し）建物登記簿謄本など

1981年6月1日以降に新築された
建物である場合に地震保険料が
10％割引になります。

建設住宅性能評価書（写
し）、耐震性能評価書（写
し）など

地震が発生したときの建物の壊れ
にくさ（耐震等級）の度合いに応
じて、地震保険料が10％～30％
割引になります。

耐震診断又は耐震改修の結
果による減税措置を受ける
ための証明書（写し）など

地方公共団体等による耐震診断・
耐震改修により所定の基準を満た
す場合、地震保険料が10％割引
になります。

建設住宅性能評価書（写
し）など

法律に基づく免震建築物である場
合、地震保険料が30％割引にな
ります。

割引適用に必要な確認書類各割引の概要割引の名称
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⑤ 共済
　損害保険会社で地震保険に加入する以外にも地震災害において建
物や家財を補償するものがあります。その一つが各種共済です。共
済の場合にはその組合員や家族であったり、その地域に住んでいた
りしないと加入できないなどの制限があります。契約内容や共済金

（保険会社の保険金）支払いの基準も損害保険会社の扱う地震保険
とは異なります。

⑥ 少額短期保険
　少額短期保険はその名前のとおり取り扱う金額が少額（1,000 万
円）で保険期間が短期（1 年間、損害保険は 2 年間）の保険を取扱
います。この中にも地震災害をカバーする保険商品を持っていると
ころがあります。火災保険の契約と関係なく地震災害の補償だけで
も加入できるなど、損害保険会社の地震保険とは異なる点がありま
すから違いは確認するようにしましょう。

⑦ 自動車保険
　自動車保険の車両保険では台風、高潮、洪水などによる損害も保
険金が支払われる対象とされていますが、地震や噴火、津波による
損害を補償していません。「地震・噴火・津波危険補償特約」等を
付加することで搭乗者傷害保険と車両保険のそれぞれあるいは両方
にこれらの補償を付けることができます。ただしこの特約の契約引
受け状況は制限があるため、損害保険会社や保険代理店に確認する
必要があります。

　（8）地震対策に関する税制　
① 地震保険料控除
　地震災害から住宅、家財などの個人資産を保全する観点から、地
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震保険への加入を促進することを目的として、地震保険料控除が設
けられています。地震保険料控除は、国税については平成 19 年分
以後の所得税、地方税については平成 20 年分以後の個人住民税に
対して適用されています。

② 住宅耐震改修特別控除
　住宅の自発的な耐震改修を支援する観点から、既存住宅の耐震改
修をした場合の所得税額の特別控除制度が設けられています。
　一定の要件に該当する耐震改修工事を行った場合に、耐震改修費
用等の 10％相当額（最高 20 万円）をその年の所得税額から控除す
るという制度です。

個人住民税

所得税
平成19年分以後の所
得税について適用

適用時期控除対象額種　類

地震保険契約にかかる保険料全額
（最高 50,000 円）

平成20年分以後の個
人住民税について適用

地震保険契約にかかる保険料の1/2相当額
（最高25,000円）

耐震改修工事

期　間

税額控除額

対　象

現行の耐震基準を適合させるための耐震改修であること

特別控除の適用

① 住宅耐震工事に要した費用の額
② 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額
上記いずれか少ない金額の10％（最高20万円）をその年の所得
税額から控除（平成21年1月1日以降の耐震改修工事の場合）

平成18年4月1日から平成25年12月31日までの間に住宅耐震改
修を行うこと

耐震改修工事をした翌年3月15日までに確定申告をすることが
必要

昭和56年5月31日以前の耐震基準で建築された住宅（マンショ
ンも含む）
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③ 住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
　一定の要件に該当する耐震改修工事を行った場合に、その住宅（1
戸あたり 120㎡に相当する分まで）の固定資産税が 2 分の 1 に減額
されます。
　所得税の特別控除とは対象となる住宅が建築された年月日や工事
期間などの要件が異なりますので、ご注意ください。

　

耐震改修工事

期　間

改修工事費

対　象 昭和57年1月1日以前に建築された住宅（マンション含む）

1戸あたり工事費が30万円以上であること

減額措置の適用 耐震改修工事後、3カ月以内に市町村に申告することが必要

新耐震基準（昭和56年6月1日施工）を満たす一定の耐震改修工
事であること

平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に耐震改修工
事を完了させること

平成18年1月1日～
平成21年12月31日

翌年から3年度分

減額される期間工事完了日 減額割合

平成22年1月1日～
平成24年12月31日

2分の1
（120㎡に相当する分まで）

翌年から2年度分

平成25年1月1日～
平成27年12月31日

翌年度分
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１. 家の中にいるとき
●揺れを感じたら、まず丈夫なテーブルや机などの下に身をかくし、

身の安全を確保しましょう。
●慌てずに、揺れがおさまったら、すばやく火を消し、ガスの元栓

を閉めましょう。
●玄関などの扉を開けて出口を確保しましょう。また、あわてて外

へ飛び出すことなく落ち着いて行動しましょう。
●ガラスが落ちているかもしれませんので、決して裸足で歩かない

ようにしましょう。

２. 屋外にいるとき　
●ブロック塀や電柱、ガラス窓のあるビルなどから離れましょう。

電線にも注意しましょう。
●車の運転中は、すみやかに安全な場所に停車し、揺れがおさまる

まで車外には出ないようにしましょう。車から離れるときは、キー
をつけたまま、ドアをロックしないで降りましょう。

●公共交通機関（電車、バスなど）に乗っているときは、つり革や手すり
にしっかりつかまりましょう。落ち着いて係員の指示に従いましょう。

３. 勤め先やお店などにいるとき
●ショーケース、本棚などが転倒するおそれがあるので、できるだ

け離れ、座布団やバッグなどで頭を保護しましょう。
●避難には階段を使い、慌てずに出口へ向かいましょう。

４. その他　
●強い地震、または弱い地震であっても長い時間ゆっくりとした揺れ

第1節　地震が起こったら
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を感じた場合は、直ちに海岸から離れ、急いで高台などの安全な場
所に避難しましょう。また、津波警報・注意報が解除されるまでは
海岸付近には絶対近づかないようにしましょう。

●とにかく周囲の人にすぐ知らせ、119 番通報します。
●出火から 3 分以内が消火できる限度です。水や消火器だけでなく

座布団や毛布などを使って早く消火しましょう。
●火が天井まで燃え広がったら消火できません。早く逃げましょう。

できれば燃えている部屋の窓やドアを閉めてください。
●逃げるときは、服装や持ち物にこだわらず、いったん逃げ出した

ら、絶対に戻らないでください。

●襲来時期や規模、雨量などはある程度予測可能です。台風や大雨
が近づいたときはテレビやラジオなどの気象情報に注意し、必要
な場合はすみやかに避難するようにしましょう。

●物干し竿や植木鉢などは室内に取り込んでおきましょう。
●浸水の危険のある地域では、食料品、衣料、寝具などを上階に移

動しましょう。

　原子力発電所の重大事故により放射能汚染が生じた場合は、県や
市町村、文部科学省（全国放射能情報）の情報を確認し、避難等の
対策をたて実行しましょう。

第2節　火災が起こったら

第3節　台風などその他の災害

第4節　放射能汚染
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●避難勧告や指示が出されたとき、また身の危険を感じたときは、
指示された避難場所へ避難します。

　

●集合場所ごとにかたまって移動し、着いたら人数確認を行いましょう。
●地域のリーダーの指示に従い、冷静に行動しましょう。
●うわさやデマに振り回されないよう、ラジオなどで正しい情報を

入手しましょう。
●混乱防止のため、決められたルールと秩序を守り、お互いに協力

し合いましょう。

第6節　避難所では

第5節　避難するときは

①火の始末はしましたか？
②ガスの元栓は閉めましたか？
③非常持出品は最小限の量で準備できていますか？
④外出中の家族のために行き先を書いたメモを残しましたか？
⑤ヘルメットや頭巾で頭を保護しましょう。
⑥集合場所、避難所へは歩いて避難しましょう。
⑦防災マップで「緊急輸送道路」となっている道路は、災害時
に交通規制されることがあります。この路線での車やバイク
の使用は原則としてやめましょう。
⑧家族や隣近所の人と声を掛け合って、ある程度かたまって避
難しましょう。
⑨出発時と集合場所、避難所に着いた時に人数を確認し、逃げ
遅れのないようにしましょう。

分かっているつもりでももう一度チェック！

第3章
自
分
の
財
産
は
自
分
で
守
る
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　災害が発生して一段落すると必ずといってよいほど経済的問題が
発生します。災害時に財産や現金などが瓦礫などの下に埋まってし
まっては何にもなりません。「財産目録」を作成し、有事に備えて
おきましょう。非常持出袋や貸金庫に保管しておけば被災時に役立
ちます。
　「財産目録」は災害時だけではなく、自分自身に何かあった際の「自
分や家族への覚書」として財産内容や家族へのメッセージなどを書
き込んで普段から定期的に作成・見直しておくことをお勧めします。
次の記入例を参考に自分で作成してみましょう。

第1節　「財産目録」は作成していますか？

・クレジットカード番号
・健康保険証番号（○○健康保険組合）
・年金（基礎年金番号）
・パスポート番号
・その他身分証明書（勤務先ID番号）

・○○銀行　○支店
・○○銀行　貸金庫

・自宅　
・ワンルームマンション1室

・○○郵便局

・○○証券　○支店

・○生命　終身保険
・○損害　住宅総合
・○損害　地震保険

取引郵便局

取 引 銀 行

証 券 会 社

保 険 会 社

不　動　産

そ　の　他

4923547661233123
No.12345
1234-4567
ZY1234567
No.543210

普通 No.1234567
代理人　妻

備　考内　容種　類

No.99999

No.98765

権利証貸金庫

No.123456
No.567891
No.345876

平成◯年◯月◯日現在●財産関連目録（記入例、要約）
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　また、災害で被害を受けた場合、その被害状況を把握できるよう
に、「生活関連資産明細」も「財産目録」と一緒に作成しておくこ
とをお勧めします。損害保険の請求時に役立ちます。

乗用車X　123　あ45-67

清水焼　壺

○○子関連呉服5本

○○子関連指輪ほか9個

電化製品一式（エアコン2台）

応接セット
洋服ダンス4本
応接飾り棚セット2点
食事テーブル椅子4点セット

￥1,200,000

￥200,000

￥300,000

￥300,000

￥200,000

￥200,000
￥200,000
￥150,000
￥120,000

主たる家具

自　動　車

書籍、骨董

呉服、衣服

装 飾 関 連

その他家財

平成○年新車購入

昭和○年購入

昭和○年購入

ダイヤ0.7カラット

平成○～○年購入

平成○年購入
平成○年購入
平成○年購入
平成○年購入

備　考内　容（購入価格）種　類

平成◯年◯月◯日現在●生活関連資産明細（記入例、要約）　

このようなリストは重要な個人情報です。

大切なもの・人を
　災害から守れるのは
　　　　あなた自身です。

紛失や盗難などにより、
あらぬ犯罪にまきこまれてしまわないように、

保管などには充分ご注意ください！

注意！！注意！！
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１.「り災証明書」の発行を受けましょう
　被災した場合に、地方自治体が発行してくれる「り災証明書」には、

「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「一部損壊」の 4 段階の区分があり
ます。この区分によって、支援の内容や優遇措置が異なります。後で、
不服を申し立てても、一旦決定された判定を覆すのは困難です。自
分でも被災前と被災後の家の様子をカメラなどに収めて、被害把握
に努めましょう。この現状被害の把握が、損害保険の請求にも役立

ちます。なお、損害保険の分類は、「全損」、「半
損」、「一部損」の 3 段階の区分です。損害保険
では、損害保険会社の調査員が判定しますので、
損害保険の判定と「り災証明書」の判定は同じ
でない場合があります。いろいろな場面で「り
災証明書」が役に立ちますので、必ず発行を受
けましょう。

２. 被災建築物応急危険度判定
　被災建築物応急危険度判定は、地震による建物の被害が、その後
の余震により倒壊する危険性を判定するものです。外見上は問題な
いように見えて、主要構造物が被害を受けていることもありますの
で、危険な建物には立ち入らないようにと「赤紙」（倒壊の危険あり）
が貼られます。この「赤紙」と「り災証明書」は違いますので、赤
紙が貼られても、実際の被害額を確定するために「り災証明書」の
発行を申請してください。

３. 個人での建物応急修理の注意点
　被災時間が経過し、既に建物を修繕してしまってから、「り災証

第2節　公的支援を受けましょう
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明書」を請求する人がいます。まず、修理して少しでも早く住める
ようにという気持ちはわかりますが、修理してからでは、被害額の
正確な判定ができず、実際の被害額よりも軽く判定される場合があ
りますので注意しましょう。

４. 公的支援とその他の対応
　（1）被災者生活再建支援法による支援

　被災者生活再建支援制度は、災害により住宅が全壊するなど、生
活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給する国の制
度です。支給額は、下記 2 つの支援金の合計額になります（世帯人
数が 1 人の場合は、各該当欄の金額が 3/4 になります）。

●被災者生活再建支援制度〈支援金の支給額〉

①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

住宅の被害程度
全壊
解体
長期避難

大規模半壊

支給額 100万円 50万円

住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借
（公営住宅以外）

支給額 200万円 100万円 50万円

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設、購入（または補修）する場合は、
　合計で200万円（または100万円）。



28

災害対策ガイドブック
第3章

自
分
の
財
産
は
自
分
で
守
る

　（2）災害弔慰金などの経済的な支援
　災害弔慰金は、災害により死亡された方のご遺族に対して、災害
障害見舞金は、災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障
害が出た方に対して支給されます。
　また、災害義援金は、郵便局や銀行、テレビ局、新聞社などさま
ざまなところで受け付けがされています。そこで、この義援金を公
平に配分するため、義援金配分委員会が組織され、生命、財産など
の被災状況に応じて配分されます。
　手続きについてはお住まいの地方自治体にご確認ください。

　その他の制度として、災害による世帯主の負傷、住宅や家財の損
害など生活再建に必要な資金を貸し付けてくれる「災害援護資金貸
付」という市町村が取扱窓口となる制度もあります。東日本大震災
では、据え置き期間の延長の特例があり、据え置き期間６年間（特
別の場合は８年間）は無利子（条件あり）となり、被災状況に応じ
て 150 万円から 350 万円の資金を借りることができます。
　なお、災害時に限らず、高齢者の世帯などは、年金（共済年金、
厚生年金、労災年金など）を担保に教育費や居住関係費、事業資金
等を最大 250 万円（ただし、共済年金の場合、年額の 3 年分が限度）
融資を受けられる制度があります。日本政策金融公庫、福祉医療機

【生計維持者の死亡】
 ⇒500 万円を超えない範囲内
【その他の者の死亡】
⇒250万円を超えない範囲内
〈支給の範囲・順位〉
①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母

災害障害見舞金災害弔慰金

【生計維持者の障害】
⇒250万円を超えない範囲内
【その他の者の障害】
⇒125万円を超えない範囲内
〈障害の程度〉
両目失明、咀嚼・言語機能の全廃、神経系
統の機能または精神に著しい障害を残
し、常に介護を要する人、両下肢・両上肢
の用を全廃した人など。
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構までお問い合わせください。

　（3）金融機関及び保険会社などの対応　 
① 金融機関
　預金証書や通帳、届出の印鑑等を紛失しても、預金者であること
を確認できれば、一定額の払い戻しが可能です。事情によっては、
定期預金や定期積金が期限前であっても払い戻しに応じたり、これ
を担保とする貸付にも応じることもあります。
　預金者本人が死亡したり行方不明になっている場合など、個別の
事案については取引先の金融機関にまずは相談してみましょう。

② 保険会社
　生命保険、損害保険の保険料の払い込みは申し出などにより最長
6 ヵ月間猶予（東日本大震災では、生命保険契約については申し出
により更に 3 ヵ月延長。詳細は契約先にお問い合わせください）さ
れます。また、保険金の請求に際しても、一部書類を省略したりして、
簡易迅速な取り扱いをしています。
　地震保険の加入の有無が分からない場合でも（社）日本損害保険協
会等にて契約の有無や契約先の損害保険会社を調べることができま
す。また保険証券を紛失したり、運転免許証など本人確認の書類が
ない場合でも地震保険の請求は可能ですから、契約先の損害保険会
社に相談してみましょう。なお、すぐに地震保険の請求ができない
場合でも、地震発生から 3 年間は保険金の請求をすることができま
す。

③ クレジットカード会社
　クレジットカードの紛失や利用代金決済については、各クレジッ
トカード会社に問い合わせてください。
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　（4）地震保険に加入している場合
① 地震保険の支払金額
　全損なら契約金額の全額が支払われます。半損なら 50％、一部損
なら 5％ですがそれぞれ時価が限度ですので注意しましょう。
　損害が「一部損」に達しない場合は、保険金は支払われません。

　地震は、一度に広い範囲で建物に被害が及びますので、迅速に損
害認定が行われなければならないためこのような支払方法になって
います。建物の場合、基礎や屋根、外壁などの構造耐力上主要な部
分の損害で認定されます。

② 保険金請求までのながれ
a）損害が発生したら、すぐに損害保険会社または損害保険代理

店に連絡する。〈契約者〉
b）損害保険会社が、被災した建物、家財の損害状況を調査する。

〈損害保険会社〉
c）所定の保険金請求書類を損害保険会社に提出する。〈契約者〉
d）保険金を契約者または被保険者に支払う。〈損害保険会社〉

家財の損害額建物の損害額

損害額が家財の時価の80％
以上

主要構造部の損害額が時価の
50％以上の場合など

損害額が家財の時価の30％
以上80％未満

主要構造部の損害額が時価の
20％以上50％未満の場合など

損害額が家財の時価の10％
以上30％未満

主要構造部の損害額が時価の
3％以上20％未満の場合など一部損

半　損

全　損
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　（5）生活費の確保
　災害により就業自体が困難な場合があります。家が無事でも働く
ことができないのなら、毎月の生活費が入ってこないことになりま
す。そんな場合には次のような制度があります。

① 会社から賃金が支払われないときまたは休業するとき

　未払賃金立替払制度は、会社が倒産したため、賃金が支払われな
かったときなど、未払い賃金の一定範囲を、事業主に代わって、労
働者健康福祉機構が支払う制度です。「破産」の場合と「事実上の
倒産」などで、手続方法が異なる場合もありますので、手続書類な

雇
用
保
険
の
特
例

未
払
賃
金
立
替
払
制
度

　会社が被災して、やむを得ずしばらく休業する場合、実際
に離職していなくても雇用保険の基本手当と同様の給付が
受け取れます。会社が災害救助法の指定地域にある場合、再
雇用を約束してくれている時にも利用できます。ただ、基本
手当と同様ですので、一旦受給してしまうと、また最初から
受給資格を満たさないと、次回失業した場合に、基本手当が
受給できません。

　会社が倒産などで給料が支払われないまま、退職せざるを
得なかった場合、未払いとなっている賃金総額のうち 80%
を限度に、国が立て替えて払ってくれます。対象となるのは、
退職日の 6 カ月前から立替請求日の前日までの期限が到来
している定期賃金と退職手当のうち未払いとなっている金
額です（上限あり）。ボーナスは対象となりません。

問合せ先：労働基準監督署、独立行政法人労働者健康福祉機構

問合せ先：ハローワーク（公共職業安定所）
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どについて詳しくは、最寄りの労働基準監督署で相談してください。
　雇用保険から基本手当の代わりに休業手当の特例を受ける場合、
会社からの手続きが必要になります。もし、会社が休業手当を支払
うことができるのであれば、会社が助成金を受給できる場合があり
ます。どちらの制度を利用するかは、会社と相談したうえでハロー
ワーク（公共職業安定所）にお問い合わせください。

② 遺族年金の請求
　昼間に災害が起こった場合、仕事中の方も多いでしょう。仕事中
に、地震や津波により建物が倒壊したこと等、業務が原因で死亡し
た場合、労働者災害補償保険（労災）と国民年金（厚生年金）の両
方から遺族年金が支給されることがあります（ただし、同一の理由
の場合は、労災法による遺族補償年金が一定額減額されます）。年
金は年金事務所、労災はお近くの労働基準監督署までお問い合わせ
ください。

５. その他にこんな特例があります
　（1）国税（所得税）の軽減措置

　災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、所
得税の全部または一部を軽減することができます。
　ただし、次のいずれか 1 つの方法（P33 参照）を選択しなければ
なりませんので、最寄りの税務署、または税理士にご相談、お問い
合わせください。
　なお、東日本大震災により被害を受けた方については、平成 22
年分または平成 23 年分のいずれかの年分を選択して、これらの軽
減等の措置を受けることができます。
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　その他にも国税の特別措置（猶予、延長など）がありますので、
最寄りの税務署または税理士にお問い合わせください。

　（2）地方税の特別措置
　被災した場合、個人住民税や固定資産税、自動車税などの地方税
は、軽減や免除をされたり、納税を猶予されたりとさまざまな特例
措置がとられます。要件や手続きは、地方自治体によって異なりま
すので、お住まいの都道府県、市町村の税務課にご相談、お問い合

雑
損
控
除

災
害
減
免
法
に
よ
る

所
得
税
の
軽
減
免
除

　災害によって資産が損害を受けた場合に一定の所得控
除を受けることができます。上記と同じく30万円を超え
るものは対象とはなりません。

①（差引損失額）－（総所得金額等）×10％
②（損失額のうち災害関連支出）－ 5万円

　上記①と②のうちいずれか多いほうの金額です。
　損失が大きくて控除しきれない場合には、翌年以降3
年に限り繰り越しができます（東日本大震災は5年）。

　災害にあった年の所得が1,000万円以下の方で、災害
によって受けた損害額が住宅や家財の時価の1/2以上の
場合に、所得金額に応じて所得税が軽減免除されます。
この場合の住宅または家財とは、自分の生計を同じくす
る家族と住んでいる住宅や日常に必要な家具、衣服、書
籍その他家庭用品のことをいいます。一個または一組の
価格が30万円を超えるものは対象とはなりません。
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わせください。

　（3）国民健康保険料、介護保険料等の減免・猶予
　国民健康保険料や医療費の一部負担金、健康保険料、介護保険料
などについて特別措置が講じられています。保険者によって取扱い
が異なりますので、加入中の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、
市町村などにご確認ください。
　

　（4）公共料金等の減免
　放送受信料の免除や電気、ガス、電話料金などの公共料金、保育
料等の減免が実施されることがあります。放送受信料は日本放送協
会、各種公共料金は都道府県、市町村、関係事業者にお問い合わせ
ください。

　（5）国民年金保険料の減免・猶予
　経済的な理由で国民年金保険料を納付することが困難な場合に
は、「免除制度」や「若年者納付猶予制度」が利用できます。国民
年金の制度には、もともと保険料の全額、半額、4 分の 1、4 分の 3
など、きめ細かい免除制度があります。保険料の免除申請や猶予制
度の申請をしないまま、障害を負ったり、死亡した場合には、未納
者となり、年金も受け取ることができません。忘れずに必要な手続
きをおこないましょう。

　（6）奨学金制度
　被災して、世帯主が負傷したり、会社が倒産したりして、子ども
の学費にも困る場合には、日本学生支援機構が緊急時の奨学金を受
け付けています。第 1 種（無利息）と第 2 種（利子付）があり、災
害救助法の適用地域に居住する方は、基本的に受け付けてもらえま
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すが、まず、子どもが通学している学校に相談してみましょう。
　その他、小・中学生には学用品費や学校給食費などの就学支援も
あります。

　
　（7）損傷した紙幣の引き換え基準

　日本銀行では、紙幣が破れたり燃えたりした場合には、新しい紙
幣に引き換えてくれます。ただし、いくつかの条件があります。
　まずは、表裏両面があることです。燃えて灰になった場合にも、残った
部分が紙幣であると確認できれば、引き換え可能です。燃えてしまっても
あきらめず、日本銀行の本・支店または銀行などに持ち込みましょう。
　持ち込み紙幣には、面積基準があり、面積が 3 分の 2 以上は全額
引き換え、5 分の 2 以上 3 分の 2 未満は半額として引き換えます。5
分の 2 未満の場合は、お金としての価値はなくなります。

　（8）葬祭の実施（災害救助法）
　災害救助法が適用された市町村において遺体の埋葬（火葬）が困
難な遺族の方を、地方自治体が遺族に代わって応急的に埋葬を行う
制度です。

６. 会社（法人）への支援策の例
　（1）融資

（3）給付

（2）保証

支援の内容

支援の内容

制度の名称 災害復旧貸付

制度の名称 経営安定関連保証

活用できる方

活用できる方

中小企業経営者、中小企業協同組合、振興組合等
問合せ先 株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫

問合せ先 信用保証協会

・災害により、直接的、間接的な被害を受けた中小企業者に対して、事業所復旧の
ための資金を融資します。
・貸付は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫において受付を行います。
・貸付の限度額や条件は日本政策金融公庫、商工組合中央金庫によって異なります。

災害などの理由により影響を受けたときに、経営の安定を図るための必要な資金につ
いて保証を行います。
事業所の所在地を管轄する市町村長から「特定中小企業者」であるとの認定が必要
です。

支援の内容

制度の名称 災害関係保証

活用できる方
問合せ先 信用保証協会

被災地域に事業所を有し、災害を受けた中小企業者（個人、会社、医療法人、組合）

政令で指定した激甚災害により被災した中小企業者に対して、災害復旧に必要な資
金について保証を行います。

支援の内容

制度の名称 雇用調整助成金（中小企業の場合、中小企業緊急雇用安定助成金）

活用できる方
問合せ先 ハローワーク（公共職業安定所）

急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

・従業員を休業させた場合、休業手当等の負担相当額の2/3が助成されます（上限
あり）。
・休業する場合だけでなく、従業員の出向や教育訓練を行った場合にも手当等の負
担相当額の2/3が助成されます（上限あり）。

・中小企業の場合は4/5が助成され、限度日数は3年で300日。
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　また、東日本大震災に対しては、次のような支援策もあります。
① 東日本大震災復興特別貸付（融資）
② 東日本復興緊急保証（信用保証）
　なお、信用保証については他に「セーフティネット保証」、「一般
保証」があります。詳しくは、関係金融機関（日本政策金融公庫、
信用保証協会など）にお問い合わせください。

１. 返済中の住宅ローンはどうなる？
　住宅ローンを返済している途中に、地震などの災害で本人が亡く

（3）給付

（2）保証

支援の内容

支援の内容

制度の名称 災害復旧貸付

制度の名称 経営安定関連保証

活用できる方

活用できる方

中小企業経営者、中小企業協同組合、振興組合等
問合せ先 株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫

問合せ先 信用保証協会

・災害により、直接的、間接的な被害を受けた中小企業者に対して、事業所復旧の
ための資金を融資します。
・貸付は、日本政策金融公庫、商工組合中央金庫において受付を行います。
・貸付の限度額や条件は日本政策金融公庫、商工組合中央金庫によって異なります。

災害などの理由により影響を受けたときに、経営の安定を図るための必要な資金につ
いて保証を行います。
事業所の所在地を管轄する市町村長から「特定中小企業者」であるとの認定が必要
です。

支援の内容

制度の名称 災害関係保証

活用できる方
問合せ先 信用保証協会

被災地域に事業所を有し、災害を受けた中小企業者（個人、会社、医療法人、組合）

政令で指定した激甚災害により被災した中小企業者に対して、災害復旧に必要な資
金について保証を行います。

支援の内容

制度の名称 雇用調整助成金（中小企業の場合、中小企業緊急雇用安定助成金）

活用できる方
問合せ先 ハローワーク（公共職業安定所）

急激な事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

・従業員を休業させた場合、休業手当等の負担相当額の2/3が助成されます（上限
あり）。
・休業する場合だけでなく、従業員の出向や教育訓練を行った場合にも手当等の負
担相当額の2/3が助成されます（上限あり）。

・中小企業の場合は4/5が助成され、限度日数は3年で300日。

第3節　住宅を再建するために
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なったり、家屋が倒壊して住めなくなった場合など、その後の返済
はどうなるのでしょうか？

　（1）本人が亡くなった場合
　住宅ローンを借りる際、団体信用生命保険（以下、「団信」）に加
入する場合があります。民間の金融機関で住宅ローンを借りる場合
は、ほとんど団信に強制加入となります。また、「フラット 35」に
おいては、任意で団信に加入することができます。
　本人が死亡あるいは高度障害になった場合、団信の保険金で住宅
ローンの残債が支払われ、残された家族が返済義務を負うことはあ
りません。
　住宅ローンと一概に言っても、金融機関によっては、「自然災害
時返済一部免除特約付住宅ローン」など、さまざまな商品がありま
す。住宅ローンを利用する際にはその利率を見るだけでなく、他の
条件についても確認しておきましょう。
　ただし、死亡、高度障害の原因が戦乱その他の変乱、地震、噴火、
津波によるときは免責となっていることが多く、原則として保険金
は支払われません。
　阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、東日本大震災などこれまで
の地震では、今のところ免責条項は適用されておりませんが、今後
も保険金が確実に支払われると確定しているものではありません。

　（2）住宅ローン返済の救済措置
　家屋が倒壊し、住めない状態になったとしても、住宅ローンは残
ります。新たな住まいが確保できても、二重ローンや家賃との二重
払いという大変な負担を強いられる場合があります。
　住宅ローンを返済中に被災した人に対して、各金融機関ではさま
ざま救済措置が取られます。住宅金融支援機構では、東日本大震災
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では次のような特例措置を取っています（過去の震災時より制度を
拡充しています）。

●住宅金融支援機構：返済方法の変更（東日本大震災適用）

２. 住宅再建のための支援制度
　（1）被災者生活再建支援制度

　平成 7 年の阪神・淡路大震災を契機とし、平成 10 年に「被災者
生活再建支援法」が施行されました。
　これは国が支援金を支給する制度で、住宅の建設・購入、補修、
賃借などの再建方法に応じて適用されます。世帯人数や家屋が全壊
か大規模半壊かなどによっても支給限度額が異なります。詳しくは
P27 をご参照ください。

　（2）地方自治体による条件緩和
　被災者生活再建支援法における国の制度にプラスして要件を緩和
した地方自治体独自の制度を定めている場合があります。
　例えば、新潟県では半壊の場合でも支援金を支給し、また、国の
制度では対象としていない住宅の改築補修費も対象としました。

返済金の払込みの据置 被災の程度に応じて1年～5年

返済期間の延長 被災の程度に応じて1年～5年

据置期間中の金利引き下げ
被災の程度に応じて0.5%～1.5%減
または1.5％～0.5％のいずれか低い
金利

出所：住宅金融支援機構HPより
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　（3）災害救助法による住宅の応急修理制度
　大規模半壊または半壊の被害を受けた住宅のうち、応急的な修理
を行えば避難所等から自宅に戻って日常生活が送ることが可能な場
合に利用できる「住宅の応急修理制度」があります。
　この制度は世帯年収や世帯人員等の要件があり、自力で応急修理
ができない場合に日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理
します（平成 21 年度基準で修理限度額 1 世帯あたり 52 万円：現物
支給）。また国で決められた制度に上乗せして、自治体独自の制度
を定めている場合があります。新潟県では新潟県中越地震による被
害に対して上乗せを行い、費用の負担限度額を引き上げました。そ
の後県独自の支援制度として継続されています。

●住宅の応急修理制度〈負担限度額〉

　（4）被災者住宅復興資金貸付金の利子補給制度
　被災者が住宅を建設、購入あるいは補修するために金融機関で融
資を受ける場合、その利子の一部を地方自治体が助成する制度があ
ります。
　これは国の制度ではなく地方自治体が独自の判断により行うもの
で、新潟県内（新潟県中越地震、新潟県中越沖地震）、三重県内（台
風 21 号に伴う大雨）の各市町村などで実施されました。

国の制度（災害救助法）

新潟県の制度

合　計

大規模半壊

52万円

最大100万円

最大152万円

半　壊

52万円

最大50万円

最大102万円

出所：新潟県HPより
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３. 住宅再建のための資金融資
　住宅の建設や補修のための低利の融資があります。ただし、融資
を受けられるのは、ある程度の収入のある人に限られています。

　（1）住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資
　住宅金融支援機構は、東日本大震災により住宅に被害を受けた場
合、平成 28 年 3 月 31 日まで（建築制限がかけられている地域では
建築制限解除後 6 カ月以内）に限り住宅建設や補修のために次のよ
うな融資を受けることができます。

●住宅金融支援機構の災害復興住宅融資（東日本大震災適用）

融資額

受付期間

対象者

融資対象

返済期間 最長35年

金　利
（原則毎月見直し）

出所：住宅金融支援機構HPより

年収400万円未満：総返済負担率30％以下
年収400万円以上：総返済負担率35％以下

個人向け　年 1.67％（特例加算 2.57％）
（平成 23年 5月27日以降適用金利）

当初5年間は金利0％
6年目～10年目は申込時の災害融資
金利から0.53％引き下げ

当初5年間は1％
まで引き下げ

住宅に10万円以
上の被害を受け、
「り災証明書」の
発行を受けた場合

住宅が全壊、大規模半壊または半壊
した旨の「り災証明書」の交付を受け
た場合

最大380万円（両
方を利用するときは
合計で380万円）

購 入 資 金 最 大
2,430万円（うち土
地取得資金最大
970万円）

基本融資

土地取得資金

特例加算
整地資金

引方移転資金

最大1,460万円

最大970万円

最大450万円
最大380万円

－

建　設

最大450万円
－

－

購　入
平成28年3月31日まで

最大640万円

－

－

補　修

最長20年
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　（2）地方自治体による資金融資
　地方自治体によっては、住宅の新築などのために緊急支援融資を
行う場合があります。
　新潟県中越地震の際には、長岡市で次のような「被災住宅復興資
金」の貸付が行われましたので、参考として掲載しています。

●被災住宅復興資金
　（全壊・大規模半壊・半壊の「り災証明」を受けた場合）

４. 分譲マンションが被災した場合
　阪神・淡路大震災において、全半壊の被害判定を受けた分譲マン
ション（10 戸以上の規模）は 172 件といわれています。震災があっ
た当時（平成 7 年 1 月 17 日）は、マンションが完全に崩壊した場合、
区分所有者全員の同意がなければ建替えることができませんでし
た。そこで、同 3 月 24 日に「被災区分所有建物の再建等に関する
特別措置法」が、平成 14 年 12 月に「マンション建替えの円滑化等
に関する法律」が施行され、マンションの建替え等に係る法律が整
備されました。

出所：長岡市HPより

新　築 リフォーム 宅地購入

1,000万円

35年以内

融 資 限 度 額

返　済　期　間

金　　　　　利

担保・保証人等

対　　象　　者

700万円

25年以内

年1.6％

取り扱い金融機関の定めによる

700万円

25年以内

・前年の所得金額が年返済基準額の5倍以上、かつ、所得
金額が1,000万円以下で、市税を滞納していない人が対
象になる。
・所得が年返済基準額の5倍に満たない人は、所得金額に
見合うよう減額した金額の融資が受けられる。
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　（1）マンションの補修
① 小規模滅失（滅失部分が建物の価格の 1/2 以下）
　区分所有法の規定では、それぞれの区分所有者が単独で専有部分、
共用部分を復旧することができるとされています。
　しかし、共用部分については、管理組合の集会の普通決議（過半
数の決議）で決められることがほとんどで、その復旧費用については、
共用部分の持分割合に応じて区分所有者全員が費用を分担します。

② 大規模滅失（滅失部分が建物の価格の 1/2 超）
　集会において、区分所有者及び議決権の各 3/4 以上の賛成があれ
ば、共用部分の復旧を行うことができます。
　なお、これに賛成しなかった区分所有者は、賛成した区分所有者に
対して、自己の所有分を時価で買い取るよう請求することができます。

　（2）マンションの建替え
　集会において、区分所有者及び議決権の各 4/5 以上の賛成があれ
ば、マンションの建替えを行うことができます。
　なお、これに賛成した区分所有者は、賛成しなかった区分所有者
に対して所有分を売ってほしいと請求することができます。

　（3）都市再生住宅制度（従前居住者対策）の利用
　マンションの補修や建替えが決まった場合、それに賛成しなかった人は、
いずれにしてもその後そのマンションに住み続けることができなくなります。そ
の人の区分所有権等を売ったとしても受け取ることのできる代金は、別のマ
ンションを購入するには程遠い金額であろうことは想像に難くありません。
　そこで、こういった人に対して、国や地方自治体が公共賃貸住宅
への優先入居などの措置を講じる制度があります。この制度では、
公営住宅などへの斡旋を行い、最長 20 年の家賃補助があります。
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第3章

　この制度は、賃貸マンションなどに住んでいた人が被災した場合
にも利用できます。

５. 借地借家法関係
　借家がなくなってしまった場合には、原則的に借家権は消滅しますが、
今まで住み慣れた土地に住み続けたいという気持ちは誰しもあるはずです。
　そこで、政令で定める火災、震災、風水害その他の災害によって
借家が滅失した場合に、「罹災都市借地借家臨時処理法」が適用さ
れることがあります。ただし、借り手は新たに建てられた建物を優
先的に借りることができますが、土地の所有者は震災前と同じ建物
を建てる義務はないことに注意が必要です。過去日本で起こった震
災にもこれが適用されており、その内容には次のものがあります。

●借家が滅失した場合、借家人は、その土地の所有者に対し、2 年
以内に申し出ることにより、他の者に優先して、その土地を賃借
することができます。

●借家が滅失した場合、借家人は、その土地の所有者に対し、2 年
以内に申し出ることにより、他の者に優先して、借地権の譲渡を
受けることができます。

●借家が滅失した後、最初に建築された建物について、借家人はそ
の完成前に申し出ることによって、他の者に優先して、その建築
された建物を賃借することができます。

●借地人は、建物登記等の対抗要件がなくても、その借地権をもっ
て 5 年以内にその土地を取得した第三者に対抗できます。

●借地権の残存期間が 10 年未満の場合には、10 年に延長されます。
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６. 被災した高齢者への対応
　高齢者が被災し住宅が全半壊などの被害にあった場合、自力での
補修や建替えが難しい場合があります。例えば、住宅金融支援機構
の災害復興住宅融資（東日本大震災適用）では次のようなものがあ
ります。

　（1）親子リレー返済
　将来、住宅ローンの返済を子どもが引き継ぐことで、借入本人の
年齢が 70 歳以上でも申込みができる住宅ローンです。申込み本人
の子どもや配偶者で定期的収入がある、連帯保証人になることがで
きることなどが要件です。借入申込み時の後継者の年齢を基に返済
期間を計算し、設定することができます。
 

　（2）親孝行ローン
　被災した満 60 歳以上の親（父母あるいは祖父母）が住むための
住宅を建設・購入または補修する場合、親孝行ローンとして自宅を
再建する資金の融資を子どもが単独で受けることができます。被災
住宅の居住者が融資を利用する人やその配偶者の直系尊属などの要
件があります。返済期間は子どもが 80 歳になるまでの期間です。

　これらの制度の詳細につきましては住宅金融支援機構にお問い合
わせください。

７. 相続について
　被災により、相続が発生しても慌てずにまずは最寄りの税務署や税
理士、弁護士に相談しましょう。
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